
 

大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの改定素案について 

 

１ 改定目的 

区では、現行の大田区緑の基本計画グリーンプランおおたのⅠ期計画目標年次の 

到達にあたり、社会情勢の変化や区の抱える課題を把握し、緑の満足度向上のため 

の考え方を整理する必要があるため。 

 

２ 大田区緑の基本計画グリーンプランおおた改定素案について 

令和４年８月 29日（月）に開催した第 34回グリーンプランおおた推進会議にて 

改定素案の説明を行い、委員の意見を抽出し、各章に反映した。 

 今後、改定素案及び概要版についてパブリックコメントを実施し、区民意見の集 

約を行う。 

 

・大田区緑の基本計画グリーンプランおおた改定素案（概要版）【別紙１】 

・大田区緑の基本計画グリーンプランおおた改定素案     【別紙２】 

     

３ パブリックコメントについて 

（１）意見募集期間 

令和４年 11月 21日（月）から 12月 12日（月）まで 

（２）閲覧場所 

区ホームページ、都市計画課窓口（本庁舎７階 11番窓口）、 

区政情報コーナー（本庁舎２階）、各特別出張所 

（３）意見提出方法 

東京共同電子申請・届出サービス、郵送、FAX、窓口へ持参 

（４）周知方法 

区ホームページ、区報 11月 21日号、Twitter等 

 

４ 今後のスケジュール 

（１）パブリックコメントの実施 

（２）第 35回グリーンプランおおた推進会議にて「改定案」の審議 

    ※実施時期：令和５年１月 20日（金） 

（３）常任委員会にて大田区緑の基本計画グリーンプランおおた「改定内容」の報告 

    ※実施時期：令和５年２月 17日（金）、20日（月） 

（４）大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの改定 

※実施時期：令和５年３月 

まちづくり環境委員会 

令和４年 11 月 15 日 

まちづくり推進部 資料 27 番 

所管 都市計画課 



大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」の改定素案（概要版）

第１章 基本的な考え方

１ 緑の基本計画とは

都市緑地法第４条に根拠を置く緑地の保全及び緑
化の推進に関する基本計画で、みどりのまちづくり全
般についての方策を示す計画です。

大田区では、平成23年３月に２０か年の長期目標
を定め、大田区緑の基本計画グリーンプランおおたを
策定し、これまで計画的にみどりのまちづくりに取り組
んできました。

２ 計画の位置づけ

本計画は、都市緑地法に定める「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」であり、大田区
みどりの条例に基づいた計画です。

４ 計画の目標年次

目標年次は平成23年度から
令和12年度の20か年とし、8か
年の後期計画「Ⅱ期」を策定し
ます。

５ 「みどり」の定義

大田区緑の基本計画グリーンプランおおたでは、「植物の緑」だけでなく、「水辺空間」、「公
共空間」、「民間の緑の空間」や、都市の環境や暮らし、文化などを支える幅広いものを総じて
「みどり」と定義しています。

７ 基本理念

地域力が支える
空からも見える豊かなみどりを
未来を担う子どもたちに贈ります

◆こころ豊かに住み続けられる「みどりあふれるまち」

◆多様なみどりが広がる世界に向けた「おもてなしのまち」

◆みどりがつながる「地球にやさしいまち」

３ 改定の考え方

今回の改定は、上位計画や関連法令との整合を図るとともに、社会情勢の変化を反映したものです。

①みどりの役割ごとの機能・効果を明示する ③大田区におけるグリーンインフラの取組を検討する

②新たにおおたのみどり方針を示す ④新たに樹木・街路樹の維持管理に関する方針を示す

地域別計画

８ 将来像

大 田 区 基 本 構 想

大 田 区 基 本 計 画

分野別計画

大田区環境アクションプラン
（環境基本計画）

根拠法令：・環境基本法
・生物多様性基本法
・地球温暖化対策推進法

大田区緑の基本計画
グリーンプランおおた
根拠法令：都市緑地法

大田区景観計画
根拠法令：景観法

大田区都市計画マスタープラン
根拠法令：都市計画法

地域力によるみどりの

まちづくりのスパイラルアッ
プ

地域別
まちづくり構想

・蒲田駅周辺地区グランドデザイン
・大森駅周辺地区グランドデザイン
・空港臨海部グランドビジョン2040

６ みどりの役割

都市の緑が有する機能を最大限活用することで、カーボンニュートラルやＳＤＧｓにつながる
取組を進めます。

◆ 生物多様性の保全 ◆ 騒音低減

◆ 地球温暖化の緩和 ◆ 土壌環境の保全

◆ 癒し、やすらぎ空間の創出

◆ 健康・福祉の向上 ◆ コミュニティの形成

◆ 憩いの空間とにぎわいの創出

◆ 自然とのふれあい ◆ 自然環境の継承

◆ 雨水浸透・保水機能の拡充

◆ 火災の延焼防止 ◆ 防風・防塵

◆ 都市水害の軽減 ◆ 水源涵養

◆ 避難地、復旧活動拠点

◆ 良好な景観形成 ◆ 地域の魅力向上

◆ 歴史あるみどりの継承 ◆ 季節感の創出

◆ 生活空間のやすらぎ

◆ みどり景観の意識向上

別紙１



第２章 これまでの成果と課題

(1) 新たな視点によるみどりのまちづくり
(2) みどりのパートナーシップの強化
(3) みどりの地域ブランドと生活環境の整備
(4) 緑の減少への対応
(5) 自然環境の保全
(6) 持続可能なみどりのまちづくり
(7) さらなる水と緑のネットワークづくり

２ みどりのまちづくりの課題

大田区を取り巻く状況や国・都の動向、
区民の思いを踏まえ、みどりのまちづくり
の課題を整理しました。

１ みどりの現状

グリーンプランⅠ期の成果

基本方針に基づいて12の行動方針と46の施策を策定し、取り組みました。

(1) 未来へつながるみどりへ
(2) 実効性のある分かりやすい計画へ
(3) 大田区におけるグリーンインフラの取組
(4) 地域力の発揮
(5) 国際都市の実現
(6) みどりのまちづくりによるSDGsの推進
(7) 質に関する取組みと多様なニーズへの対応

３ 計画の視点

Ⅱ期では、Ⅰ期の課題を把握し、緑を増やし
保全する取組に加え、今ある緑を更新・活用し
ていく「質」に対する取組を推進します。

南馬込二丁目特別緑地保全地区

大田区都市計画マスタープランにおける

都市づくりのテーマ

【テーマA】にぎわいと交流を生む国際都市の発展

【テーマB】地域力を育む暮らしやすい場の提供

【テーマC】安全・安心な生活の実現

【テーマD】地球にやさしい環境の創出

中馬込三丁目生産緑地

おおたの名木選

（萩中公園・ヒマラヤスギ）

具体化

８ 目 標

平成23（2010）年度に定めた20か年計画（2030年度まで）の目標として、「緑の多さの満足度」「緑被率」を全体目標としていま
す。Ⅱ期目標では、Ⅰ期計画の目標を継承して引き続き実現を目指します。

（１）緑の多さの満足度 ⇒ 70％

（２）緑 被 率 ⇒ 21.5%

９ 大田区らしさを表すみどり

地形・水系・植生及び歴史文化をもとに、豊かで貴重な自然が残されている９の「みどりの拠点」で
ある公園と、緑・水の環境軸、主要道路や散策路によるみどりを、「大田区らしさを表すみどり」として
位置づけました。

○洗足池周辺 ○多摩川台公園周辺 ○鵜の木周辺 ○池上本門寺周辺

○山王周辺 ○六郷周辺 ○東京港野鳥公園周辺 ○大森ふるさとの浜辺公園

○森ケ崎周辺



第４章 みどりの取組

１ みどりの行動方針と取組

グリーンプランで示す将来像の実現に向けて
、４つの基本方針に基づいた46のみどり施策
を示します。
また、各施策のうち今後５年間で取り組む施
策について、事業名、内容及び写真を用い、
取組内容がイメージとしてわかりやすく伝わる
ように構成を見直します。

第３章 基本方針

３ 各主体の役割

グリーンプランは、緑地の保全と緑化の推進を図るために、みどりの将来像として「みどりあふれ
るまち」「おもてなしのまち」「地球にやさしいまち」を示しています。

また、みどりの取組は、区民の方、事業者及び区が連携体制で着実に進めていくことで、みどり
のまちづくりのさらなる推進を目指します。

１ 基本方針

グリーンプランで示す「全体目標」や「将来像」を実現していくために、地域力を最大限に活かし
つつ、みどりのまちづくりの課題へ対応するために、４つの基本方針を示します。

２ “おおた”のみどり方針

みどりのまちづくりを効果的に進め、良好な都市環境を将来に引き継いで
いくために、みどりの確保と整備の方向性を示した“おおた”のみどり方針を
定めました。

（１）みどりの条例による総合的な取組 （２）緑化重点地区

（３）グリーンインフラの整備 （４）魅力あるみどりの創出

（５）みどりの維持・更新 （６）持続的なみどりのまちづくり

◆道路沿いや庭、ベランダ、屋上、壁面など、身近な場所でみどりをつくり育てていきましょう。
◆身近な街路や公園の緑などに関心を持ち、地域のみどりを育てる活動に積極的に参加しましょう。
◆みどりを知りみどりに親しむ機会（イベントなど）に参加し、みどりについて学び、地域での活動に活か
しましょう。
◆事業者や行政と連携して、みどりのまちづくりを広げていきましょう。

◆事業内を積極的に緑化し、適切に維持管理しましょう。
◆事業所内のオープンスペースを開放するなど、地域の人と一緒に楽しめるみどりづくりを行い、
地域社会に貢献しましょう。
◆地域活動へ積極的に参加し、さまざまなみどりに関する活動を通じて地域との絆を深め、地域
からも愛されるみどりを育てていきましょう。
◆みどりを通じた社会貢献活動（CSR活動）を事業所の姿勢としてアピールしましょう。
◆地域住民や行政と連携して、みどりに関する活動を広げていきましょう。

◆区民、事業者、団体との連携を深め、みどりのまちづくりを進める先導役となります。
◆区民、事業者、団体が進めるみどりのまちづくりへの関心を高めるため、みどりの助成制度の拡
充や情報提供などを積極的に行います。
◆公園、道路、公共施設などでみどりづくりを積極的に進めます。



第６章 計画の推進に向けて

２ 進捗管理

本計画は、立案プロセスから改善に至るま
での一連の流れを、PDCAサイクルにより
進行管理していきます。

１ 重点的な取組の推進

計画の改定に伴い、計画的・効果的にみどりのまちづくりを推進するために３つの重点施策を掲げます。

第５章 地域別計画

地域特性を踏まえて「７つの地域」に区分し、みどりの取組を推進します。また、地域
特性と方向性に加えて、「みどりの実態調査」「区民アンケートの分析」及び「人口流
動調査」をもとに、新たに“地域ごとの分析”を示し、地域別計画を見直します。

①みどりの条例に
基づき、みどりの施
策を推進します。

②区民の方や事業
者と更なる連携を図
り、みどりの有する多
様な機能を活用す
るグリーンインフラ施
策の展開を図ります。

③グリーンプランで
示す取組を推進す
るため、補助金の
活用に加え、更な
る財源確保に向け
て（仮称）グリーン
基金を創設します。

Ｐ[計画立案（ＰＬＡＮ） ：計画案の検討
パブコメ実施

Ｄ[実行体制（ＤＯ）] ：みどり施策の推進
区民・事業者と連携

Ｃ[検証・評価（ＣＨＥＣＫ）]：計画の進行管理
施策の評価

Ａ[改善（ＡＣＴＩＯＮ）]      ：課題の把握

地域特性

地域ごとの分析

※イメージ（台地部抜粋）

「大田区みどりの条例」による
総合的な取組

（仮称）大田区グリーンインフラ

事業計画の策定・推進

（仮称）グリーン基金の
創設・運用


